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(57)【要約】
【課題】口金に２回装着可能な鉗子栓を提供する。
【解決手段】鉗子栓２１の栓本体２９に、口金２０を挿
入する挿入穴３２を形成する。栓本体２９の内周面に、
口金２０の挿入方向に沿って、第１係合爪３４と第２係
合爪３６とを設ける。栓本体２９の第１係合爪３４と第
２係合爪３６との間に、第１脆弱部４５を形成する。栓
本体２９の第２係合爪３６よりも挿入方向奥側に第２脆
弱部４６を形成する。第１係合爪３４と口金２０のフラ
ンジ２５との係合後に栓本体２９が口金２０の手前側に
引っ張り操作されたときに、第１脆弱部４５は、第１係
合爪３４を口金２０側に残すように破断する。栓本体２
９ａの内周面には、フランジ２５に係合可能な第２係合
爪３６が残っているので、鉗子栓２１を口金２０に再度
装着することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように前記内視鏡に設けられた略筒状の
口部に装着される栓において、
　前記口部が挿入される挿入穴を有する筒状の栓本体と、
　前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面
に係合する第１係合部と、
　前記第１係合部よりも前記口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成され
ており、前記第１係合部と前記口部の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り
操作されたときに、前記第１係合部が前記栓本体から切り離されるように破断する第１脆
弱部と、
　前記第１脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けら
れており、前記第１脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合す
る第２係合部と、
　前記第２係合部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成された第２
脆弱部であって、前記第１脆弱部よりも高い強度を有しており、前記第２係合部と前記口
部の係合後に前記栓本体が前記引っ張り操作されたときに、前記第２係合部が前記栓本体
から切り離されるように破断する第２脆弱部と、
　を備えることを特徴とする栓。
【請求項２】
　前記第１脆弱部は、前記栓本体の内周面に設けられた環状の内周溝と、前記栓本体の外
周面に設けられた環状の外周溝とにより形成されており、
　前記第２脆弱部は、前記栓本体の外周面に設けられた環状の外周溝により形成されるこ
とを特徴とする請求項１記載の栓。
【請求項３】
　内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように前記内視鏡に設けられた略筒状の
口部に装着される栓において、
　前記口部が挿入される挿入穴を有する筒状の栓本体と、
　前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面
に係合する第１係合部と、
　前記第１係合部よりも前記口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成され
ており、前記第１係合部と前記口部の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り
操作されたときに、前記第１係合部が前記栓本体から切り離されるように破断する脆弱部
と、
　前記脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられて
おり、前記脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第２係
合部であって、その少なくとも一部が前記栓本体よりも強度が低くなるように形成されて
いる第２係合部と、を備え、
　前記第２係合部は、前記口部の外周面との係合後に前記栓本体が前記引っ張り操作され
たときに破壊されることを特徴とする栓。
【請求項４】
　前記第２係合部の少なくとも一部が前記栓本体よりも強度の低い材料で形成されている
ことを特徴とする請求項３記載の栓。
【請求項５】
　内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように前記内視鏡に設けられた略筒状の
口部に装着される栓において、
　前記口部が挿入される挿入穴を有する筒状の栓本体と、
　前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面
に係合する第１係合部と、
　前記第１係合部よりも前記口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成され
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ており、前記第１係合部と前記口部の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り
操作されたときに、前記第１係合部が前記栓本体から切り離されるように破断する脆弱部
と、
　前記脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられて
おり、前記脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第２係
合部であって、前記外周面との係合を解除するための破壊操作を受けたときに破壊される
第２係合部と、
　を備えることを特徴とする栓。
【請求項６】
　前記第２係合部は、その少なくとも一部が前記栓本体から分離可能に形成されており、
前記破壊操作を受けたときに前記少なくとも一部が前記栓本体から分離されることを特徴
とする請求項５記載の栓。
【請求項７】
　内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように前記内視鏡に設けられた略筒状の
口部に装着される栓において、
　前記口部が挿入される挿入穴を有する筒状の栓本体と、
　前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面
に係合する第１係合部であって、前記外周面との係合を解除するための破壊操作を受けた
ときに破壊される第１係合部と、
　前記第１係合部よりも前記口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成され
た脆弱部であって、前記破壊操作により破壊された前記第１係合部が前記栓本体から切り
離されるように破断可能な脆弱部と、
　前記脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられて
おり、かつ前記脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第
２係合部であって、前記外周面との係合を解除するための破壊操作を受けたときに破壊さ
れる第２係合部と、
　を備えることを特徴とする栓。
【請求項８】
　前記第１係合部及び前記第２係合部はそれぞれの少なくとも一部が前記栓本体から分離
可能に形成されており、
　前記第１係合部及び前記第２係合部は、それぞれ前記破壊操作を受けたときに前記少な
くとも一部が前記栓本体から分離されることを特徴とする請求項７記載の栓。
【請求項９】
　前記脆弱部は、前記栓本体の内周面に設けられた環状の内周溝と、前記栓本体の外周面
に設けられた環状の外周溝との少なくともいずれか一方により形成されることを特徴とす
る請求項３ないし８いずれか１項記載の栓。
【請求項１０】
　前記第１係合部及び第２係合部は、前記口部の外周面に設けられたフランジにそれぞれ
係合する第１係合爪、第２係合爪であることを特徴とする請求項１ないし９いずれか１項
記載の栓。
【請求項１１】
　前記第１係合爪及び第２係合爪は、前記栓本体の内周面の周方向に沿って環状に形成さ
れていることを特徴とする請求項１０記載の栓。
【請求項１２】
　被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の基端部に接続された操作部と、
　前記操作部内に設けられたチャンネルであって、挿入部の先端に設けられた開口に連通
するチャンネルと、
　前記操作部の外表面に設けられており、前記チャンネルに通じる筒状の口部と、
　前記口部に装着される請求項１ないし１１いずれか１項記載の栓と、
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　を備えることを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の鉗子口などの口部に装着される栓、及びこの栓を備える内視鏡に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から医療分野において、被検者の体内に内視鏡の挿入部を挿入して、体内の観察だ
けではなく、体内の観察部位に対して各種の処置を行っている（特許文献１参照）。具体
的には、鉗子や切開具などの各種処置具を、操作部に設けられた鉗子口から挿入部内の鉗
子チャンネルに挿通させて挿入部先端に開口した鉗子出口から導出させることにより、観
察部位の切除、採取等の各種の処置が行われる。
【０００３】
　鉗子口には、処置具を挿通可能な円筒状の鉗子栓が装着されている。この鉗子栓は、体
内の内圧の変化等によって、体内の体液、汚物、空気等が鉗子口から外部に洩れ出ること
を防止している。この鉗子栓の内部には、処置具が挿通可能なスリットが形成されている
。スリットは、処置具の挿通時にはスリット縁部が処置具に密着することで鉗子口からの
体液等の漏出を防止する。このような鉗子栓としては、使用により体液等が付着するため
、感染防止の観点から使用毎に新たなものと交換するように、再使用が不可能なディスポ
タイプのものが一般的である。
【０００４】
　特許文献２及び３には、栓体の一部を破断させることで鉗子口金から取り外し可能にな
る鉗子栓が開示されている。また、特許文献４には、栓本体と、鉗子口に係合する係合部
とを備え、両者の間に切り込みが形成されている鉗子栓が開示されている。この鉗子栓は
、栓本体に対する引っ張り操作により栓本体と係合部との間が破断することで、再使用が
不可能になる。特許文献２～４の鉗子栓では、鉗子口からの取り外しの際に破壊が伴うの
で、再使用が不可能になる。その結果、使用済みの鉗子栓が誤って再使用されることが防
止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－０３６４２６号公報
【特許文献２】特開２００８－０４３７７４号公報
【特許文献３】特開２００６－３４６１９７号公報
【特許文献４】特開２００６－０５５４４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　処置具は、その種類が異なれば径の大きさも変わる場合がある。このため、鉗子栓には
、使用する処置具の径に応じてスリットのサイズが異なる複数の種類がある。従って、鉗
子口には、使用する処置具に対応する種類の鉗子栓が装着される。この際に、各種の鉗子
栓は外観が似ているので、誤って別の種類の鉗子栓を鉗子口に装着するおそれがある。こ
のような場合に、特許文献２～４の鉗子栓は、鉗子口から取り外されたときに破壊されて
しまうので、例え未使用であったとしても鉗子口に再度装着することはできない。その結
果、未使用の鉗子栓を破棄しなければならず、鉗子栓が無駄になってしまう。
【０００７】
　また、１人の被検者に対して挿入部の外径（鉗子チャンネルの径）や挿入部の長さの異
なる複数の内視鏡を用いて観察や処置を行う場合がある。このような場合には、鉗子口か
ら一度取り外した鉗子栓の再使用が望まれるが、特許文献２～４の鉗子栓は、鉗子口から
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取り外されたときに破壊されてしまう。このため、新品の鉗子栓を使用する必要が生じる
。
【０００８】
　本発明の目的は、少なくとも１回の装着ミス等では使用不能にはならない内視鏡用の栓
、及びこれを備える内視鏡を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の内視鏡用の栓は、内視鏡の内部に挿通されたチャン
ネルに通じるように前記内視鏡に設けられた略筒状の口部に装着される栓において、前記
口部が挿入される挿入穴を有する筒状の栓本体と、前記栓本体の内周面に設けられており
、かつ前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第１係合部と、前記第１係合
部よりも前記口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成されており、前記第
１係合部と前記口部の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り操作されたとき
に、前記第１係合部が前記栓本体から切り離されるように破断する第１脆弱部と、前記第
１脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられており
、前記第１脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第２係
合部と、前記第２係合部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成され
た第２脆弱部であって、前記第１脆弱部よりも高い強度を有しており、前記第２係合部と
前記口部の係合後に前記栓本体が前記引っ張り操作されたときに、前記第２係合部が前記
栓本体から切り離されるように破断する第２脆弱部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　前記第１脆弱部は、前記栓本体の内周面に設けられた環状の内周溝と、前記栓本体の外
周面に設けられた環状の外周溝とにより形成されており、前記第２脆弱部は、前記栓本体
の外周面に設けられた環状の外周溝により形成されることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の内視鏡用の栓は、内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように
前記内視鏡に設けられた略筒状の口部に装着される栓において、前記口部が挿入される挿
入穴を有する筒状の栓本体と、前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に
挿入された前記口部の外周面に係合する第１係合部と、前記第１係合部よりも前記口部の
挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成されており、前記第１係合部と前記口部
の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り操作されたときに、前記第１係合部
が前記栓本体から切り離されるように破断する脆弱部と、前記脆弱部よりも前記挿入方向
奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられており、前記脆弱部の破断後に前記
挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第２係合部であって、その少なくとも一
部が前記栓本体よりも強度が低くなるように形成されている第２係合部と、を備え、前記
第２係合部は、前記口部の外周面との係合後に前記栓本体が前記引っ張り操作されたとき
に破壊されることを特徴とする。
【００１２】
　前記第２係合部の少なくとも一部が前記栓本体よりも強度の低い材料で形成されている
ことが好ましい。
【００１３】
　また、本発明の内視鏡用の栓は、内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように
前記内視鏡に設けられた略筒状の口部に装着される栓において、前記口部が挿入される挿
入穴を有する筒状の栓本体と、前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に
挿入された前記口部の外周面に係合する第１係合部と、前記第１係合部よりも前記口部の
挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成されており、前記第１係合部と前記口部
の係合後に前記栓本体が前記口部の手前側に引っ張り操作されたときに、前記第１係合部
が前記栓本体から切り離されるように破断する脆弱部と、前記脆弱部よりも前記挿入方向
奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設けられており、前記脆弱部の破断後に前記
挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合する第２係合部であって、前記外周面との係
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合を解除するための破壊操作を受けたときに破壊される第２係合部と、を備えることを特
徴とする。
【００１４】
　前記第２係合部は、その少なくとも一部が前記栓本体から分離可能に形成されており、
前記破壊操作を受けたときに前記少なくとも一部が前記栓本体から分離されることが好ま
しい。
【００１５】
　また、本発明の内視鏡用の栓は、内視鏡の内部に挿通されたチャンネルに通じるように
前記内視鏡に設けられた略筒状の口部に装着される栓において、前記口部が挿入される挿
入穴を有する筒状の栓本体と、前記栓本体の内周面に設けられており、かつ前記挿入穴に
挿入された前記口部の外周面に係合する第１係合部であって、前記外周面との係合を解除
するための破壊操作を受けたときに破壊される第１係合部と、前記第１係合部よりも前記
口部の挿入方向奥側に位置するように前記栓本体に形成された脆弱部であって、前記破壊
操作により破壊された前記第１係合部が前記栓本体から切り離されるように破断可能な脆
弱部と、前記脆弱部よりも前記挿入方向奥側に位置するように前記栓本体の内周面に設け
られており、かつ前記脆弱部の破断後に前記挿入穴に挿入された前記口部の外周面に係合
する第２係合部であって、前記外周面との係合を解除するための破壊操作を受けたときに
破壊される第２係合部と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
　前記第１係合部及び前記第２係合部はそれぞれの少なくとも一部が前記栓本体から分離
可能に形成されており、前記第１係合部及び前記第２係合部は、それぞれ前記破壊操作を
受けたときに前記少なくとも一部が前記栓本体から分離されることが好ましい。
【００１７】
　前記脆弱部は、前記栓本体の内周面に設けられた環状の内周溝と、前記栓本体の外周面
に設けられた環状の外周溝との少なくともいずれか一方により形成されることが好ましい
。
【００１８】
　前記第１係合部及び第２係合部は、前記口部の外周面に設けられたフランジにそれぞれ
係合する第１係合爪、第２係合爪であることが好ましい。
【００１９】
　前記第１係合爪及び第２係合爪は、前記栓本体の内周面の周方向に沿って環状に形成さ
れていることが好ましい。
【００２０】
　また、本発明の内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の基端部に接続
された操作部と、前記操作部内に設けられたチャンネルであって、挿入部の先端に設けら
れた開口に連通するチャンネルと、前記操作部の外表面に設けられており、前記チャンネ
ルに通じる筒状の口部と、前記口部に装着される請求項１ないし１１いずれか１項記載の
栓と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の栓及び内視鏡は、栓を口部に２回装着することができるので、１回の装着ミス
などで栓を破棄する必要がなくなる。その結果、医療機関における栓の消耗数を減らすこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】内視鏡の斜視図である。
【図２】鉗子栓及び口金の断面図である。
【図３】鉗子栓及び口金の分解断面図である。
【図４】第１及び第２脆弱部の拡大断面図である。
【図５】口金への装着前の鉗子栓の断面図である。
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【図６】口金から取り外される前の鉗子栓の断面図である。
【図７】口金から取り外された後の鉗子栓の断面図である。
【図８】口金に２回装着される前の鉗子栓の断面図である。
【図９】口金に２回装着された鉗子栓の断面図である。
【図１０】口金から２回目に取り外される前の鉗子栓の断面図である。
【図１１】口金から２回取り外された後の鉗子栓の断面図である。
【図１２】口金に３回装着可能な他実施形態の鉗子栓の断面図である。
【図１３】破断可能な第２係合爪を備える第２実施形態の鉗子栓の断面図である。
【図１４】第２実施形態の鉗子栓の斜視図である。
【図１５】口金から２回取り外された後の鉗子栓の断面図である。
【図１６】口金からの２回目の取り外し時に第２係合爪の一部を破壊する第３実施形態の
鉗子栓の断面図である。
【図１７】第３実施形態の鉗子栓の断面図である。
【図１８】図１６中のＡ１－Ａ１線に沿った断面図である。
【図１９】口金から２回目に取り外される前の鉗子栓の断面図である。
【図２０】破壊操作部の操作により第２係合爪の一部が破壊された鉗子栓の断面図である
。
【図２１】破壊操作部の操作により一部が破壊された第２係合爪の上面図である。
【図２２】口金から２回取り外された後の鉗子栓の断面図である。
【図２３】第３実施形態とは異なる破壊操作部を備える他実施形態の鉗子栓の断面図であ
る。
【図２４】口金から２回取り外される前の鉗子栓の断面図である。
【図２５】破壊操作部の操作により第２係合爪が栓本体から分離された鉗子栓の断面図で
ある。
【図２６】口金からの１回目の取り外し時に第１係合爪の一部を破壊する第４実施形態の
鉗子栓の断面図である。
【図２７】第４実施形態の鉗子栓の斜視図である。
【図２８】口金から１回目に取り外される前の鉗子栓の断面図である。
【図２９】破壊操作部の操作により第１係合爪の一部が破壊された鉗子栓の断面図である
。
【図３０】口金から１回取り外された後の鉗子栓の断面図である。
【図３１】一部が破壊された第１係合爪が分離された後の鉗子栓の断面図である。
【図３２】口金に２回装着される鉗子栓の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［第１実施形態］
　図１に示すように、内視鏡１０は、例えば気管に挿入する気管支鏡である。この内視鏡
１０は、気管内に挿入される挿入部１１と、操作部１２と、ユニバーサルコード１３とを
備える。操作部１２は、挿入部１１の基端部に連設されている。ユニバーサルコード１３
の一端は操作部１２に接続し、他端は複合タイプのコネクタ１３ａを介して図示しないプ
ロセッサ装置や光源装置などに接続している。
【００２４】
　挿入部１１は、その先端側から基端側に向かって順に、先端硬性部１１ａと、湾曲自在
な湾曲部１１ｂと、可撓性を有する可撓管部１１ｃとを有している。先端硬性部１１ａの
先端面には、鉗子等の処置具１４の出口である鉗子出口１５や、図示は省略するが観察窓
や照明窓が設けられている。観察窓の奥にはイメージセンサ（図示せず）などが設けられ
、照明窓の奥には光ファイバケーブル（図示せず）が設けられている。イメージセンサの
信号線や光ファイバケーブルは、挿入部１１、操作部１２、ユニバーサルコード１３、及
びコネクタ１３ａ内を通って、プロセッサ装置、光源装置にそれぞれ接続する。
【００２５】
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　挿入部１１内には、処置具１４を挿通するための鉗子チャンネル１６が配設されている
。鉗子チャンネル１６の一端は鉗子出口１５に接続し、他端は操作部１２に設けられた鉗
子口１７に接続している。また、鉗子チャンネル１６は、鉗子出口１５から血液等の体液
や体内汚物等の固形物などを吸引するための経路としても用いられる。操作部１２内には
、鉗子チャンネル１６から分岐した吸引チャンネル（図示せず）が配設されている。この
吸引チャンネルは、操作部１２に設けられた吸引ボタン１８に接続している。
【００２６】
　吸引ボタン１８は、操作部１２外において負圧源（図示せず）に接続している。吸引ボ
タン１８は、押圧操作またはその押圧操作の解除により、吸引チャンネルと負圧源との連
通／遮断を切り替える。
【００２７】
　鉗子口１７には、本発明の口部に相当する口金２０（図２参照）が設けられている。こ
の口金２０には、本発明の栓に相当し、処置具１４が挿通可能なディスポタイプの鉗子栓
２１が装着されている。鉗子栓２１は、処置具１４により処置を行う際に体内の体液、汚
物、空気等が鉗子チャンネル１６内を漏出して口金２０から外部に漏れることを防止する
。この鉗子栓２１は、口金２０に２回装着することができる。このため、鉗子栓２１は、
口金２０から１回取り外しても、もう１回だけ口金２０に装着することができる。
【００２８】
　図２及び図３に示すように、口金２０は、鉗子チャンネル１６に通じる内部管路２３を
有している。口金２０は、鉗子口１７の内部に固定された口金本体部２０ａと、鉗子口１
７の開口の手前側に突出した口金先端部２０ｂとを有している。
【００２９】
　口金先端部２０ｂは、その外径が口金本体部２０ａの外径よりも一回り小さく形成され
ている。口金先端部２０ｂの外周面の先端側には、鉗子栓２１と係合するフランジ２５が
形成されている。フランジ２５の先端面（以下、フランジ先端面という）２５ａは、フラ
ンジ２５の先端が細径となるような傾斜面である。また、フランジ２５の後端面（以下、
フランジ後端面という）２５ｂは、口金２０の軸方向に対して垂直な平面である。
【００３０】
　鉗子栓２１は、栓本体２９及び蓋３０を有している。栓本体２９及び蓋３０はゴムなど
の弾性材料で形成されている。栓本体２９は円筒形状を有している。栓本体２９には、そ
の内周面によって挿入穴３２が形成されている。挿入穴３２の一端側（鉗子口１７側）は
、口金挿入口３２ａとして開放されている。また、挿入穴３２の他端側は、処置具挿入口
３２ｂとして開放されている。口金挿入口３２ａからは口金先端部２０ｂが挿入され、処
置具挿入口３２ｂからは処置具１４が挿入される。
【００３１】
　栓本体２９の内周面には、口金挿入口３２ａから処置具挿入口３２ｂに向かう口金２０
の挿入方向（以下、単に挿入方向という）に沿って、第１係合爪３４、第１収納溝３５、
第２係合爪３６、第２収納溝３７、及び仕切り壁３８が順番に形成されている。なお、こ
れらは栓本体２９と一体に形成されている。
【００３２】
　第１係合爪３４は、口金挿入口３２ａの近傍の位置で、栓本体２９の内周面の周方向に
沿って環状に形成されている。第１係合爪３４は、鉗子栓２１の１回目の装着時に、挿入
穴３２内に挿入された口金先端部２０ｂのフランジ２５と係合する。
【００３３】
　第１係合爪３４の口金挿入口３２ａ側の端面は、フランジ先端面２５ａと同方向に傾斜
した傾斜面（以下、爪傾斜面という）３４ａに形成されている。また、第１係合爪３４の
処置具挿入口３２ｂ側の端面は、フランジ後端面２５ｂと平行な平面（以下、爪平面とい
う）３４ｂに形成されている。爪平面３４ｂは、第１係合爪３４がフランジ２５に係合し
たときに、フランジ後端面２５ｂに引っ掛けられる。これにより、口金２０の手前方向側
への第１係合爪３４の移動が規制される。
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【００３４】
　第１収納溝３５は、第１係合爪３４に隣接した位置で、挿入穴３２の内周面の周方向に
沿って環状に形成されている。第１収納溝３５には、第１係合爪３４と係合したフランジ
２５が収納される。
【００３５】
　第２係合爪３６は、第１収納溝３５に対して間隔をあけた位置で、第１係合爪３４と同
形状に形成されている。第２係合爪３６は、鉗子栓２１の２回目の装着時に、挿入穴３２
内に挿入された口金先端部２０ｂのフランジ２５と係合する。この第２係合爪３６は、フ
ランジ先端面２５ａと同方向に傾斜した爪傾斜面３６ａと、フランジ後端面２５ｂと平行
な爪平面３６ｂとを有している。爪平面３６ｂは、第２係合爪３６がフランジ２５に係合
したときに、フランジ後端面２５ｂに引っ掛けられる。これにより、口金２０の手前方向
側への第２係合爪３６の移動が規制される。
【００３６】
　第２収納溝３７は、第２係合爪３６に隣接した位置で、第１収納溝３５と同形状に形成
されている。第２収納溝３７には、第２係合爪３６と係合したフランジ２５が収納される
。
【００３７】
　仕切り壁３８は、挿入穴３２内をその軸方向に仕切る。仕切り壁３８には、処置具１４
を挿入する小穴３８ａが形成されている。小穴３８ａは、処置具１４の外径よりも小径に
形成されている。このため、小穴３８ａに処置具１４が挿通されたときに、小穴３８ａの
内面が処置具１４に密着する。これにより、小穴３８ａへの処置具１４の挿通時に、体内
の体液、汚物、空気等が小穴３８ａから漏出することが防止される。小穴３８ａの径は、
使用する処置具１４の径の大きさに応じて定められている。
【００３８】
　蓋３０は、処置具挿入口３２ｂに嵌合する。蓋３０には、処置具１４を挿通可能なスリ
ット４０が形成されている。これにより、処置具１４をスリット４０から挿入穴３２内に
挿入することができる。
【００３９】
　スリット４０は、処置具１４の非挿通時には、蓋３０の弾性力によって閉じた状態とな
って水密・気密状態を保持する。また、スリット４０は、処置具１４が挿通した状態では
、蓋３０の弾性力によってスリット縁部が処置具１４の外周面に密着した状態になる。こ
れにより、処置具１４の非挿通時及び挿通時のいずれにおいても体液等の漏出を防止する
ことができる。スリット４０の長さは、使用する処置具１４の径の大きさに応じて定めら
れている。
【００４０】
　栓本体２９には、第１脆弱部４５及び第２脆弱部４６が形成されている。第１脆弱部４
５及び第２脆弱部４６は、栓本体２９の他の部分よりも薄肉に形成されており強度が弱く
なる。
【００４１】
　図４に示すように、第１脆弱部４５は、第１収納溝３５と第２係合爪３６の間に形成さ
れている。第１脆弱部４５は、栓本体２９の内外周面の周方向に沿って形成された環状の
内周溝４５ａ、外周溝４５ｂにより栓本体２９の他の部分よりも薄肉化されている。第１
脆弱部４５は、第１係合爪３４とフランジ２５との係合後に栓本体２９が口金２０の手前
側に向けて引っ張り操作されたときに、第１係合爪３４とフランジ２５との係合解除に要
する力よりも小さい力で破断する。
【００４２】
　第２脆弱部４６は、第２係合爪３６よりも挿入方向奥側に形成されている。なお、ここ
でいう「挿入方向」とは、挿入穴３２内に口金２０を挿入する方向である。第２脆弱部４
６は、栓本体２９の外周面にその周方向に沿って形成された環状の外周溝４６ａにより栓
本体２９の他の部分よりも薄肉化されている。第２脆弱部４６は、第２係合爪３６とフラ
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ンジ２５との係合後に栓本体２９が引っ張り操作されたときに、第２係合爪３６とフラン
ジ２５との係合解除に要する力よりも小さい力で破断する。また、第２脆弱部４６は、第
１脆弱部４５よりも厚肉で高い強度を有している。このため、第１係合爪３４とフランジ
２５との係合後に栓本体２９が引っ張り操作されたときに、第２脆弱部４６が第１脆弱部
４５よりも先に破断することはない。
【００４３】
　次に、上記構成の鉗子栓２１の作用、特に口金２０への鉗子栓２１の装着及び取り外し
方法について説明を行う。最初に図５に示すように、口金先端部２０ｂの中心に対して口
金挿入口３２ａの中心が一致するように、鉗子栓２１の位置調整を行う。次いで、鉗子栓
２１を口金先端部２０ｂに向けて押し付ける押付操作を行う。これにより、口金先端部２
０ｂ及びフランジ２５が口金挿入口３２ａから挿入穴３２内に挿入される。
【００４４】
　挿入穴３２内に挿入されたフランジ２５は、第１係合爪３４に接触する。第１係合爪３
４の爪傾斜面３４ａがフランジ先端面２５ａにより押圧されることで、第１係合爪３４が
次第に拡径変形する。そして、鉗子栓２１の押付操作を継続すると、第１係合爪３４がフ
ランジ２５を乗り越えて元の形状に復元する。これにより、第１係合爪３４がフランジ２
５に係合する。以上で鉗子栓２１の装着が完了する。
【００４５】
　この際に、これらから使用する処置具１４の種類に対応していない鉗子栓２１を誤って
口金２０に装着した場合には、この鉗子栓２１を口金２０から取り外す。
【００４６】
　図６に示すように、最初に、栓本体２９が口金２０の手前方向（以下、手前方向という
）に向けて引っ張り操作される。このとき、第１係合爪３４の爪平面３４ｂがフランジ後
端面２５ｂに引っ掛かることにより、第１係合爪３４の手前方向側への移動が規制される
。
【００４７】
　図７に示すように、引っ張り操作の力を強めると、第１係合爪３４とフランジ２５との
係合が解除される前に、この力に第１脆弱部４５が耐えられなくなり破断する。これによ
り、第１係合爪３４が栓本体２９から切り離されるので、鉗子栓２１は、第１係合爪３４
を口金２０に残した状態で口金２０から取り外される。ここで、口金２０から１回取り外
された鉗子栓には符号２１ａを付す。また、この鉗子栓２１ａの栓本体には符号２９ａを
付す。
【００４８】
　栓本体２９ａの挿入穴３２は、その一端側が口金先端部２０ｂを挿入可能な口金挿入口
３２ｃとして開放される。また、栓本体２９ａの内周面には、フランジ２５に係合可能な
第２係合爪３６が残っている。このため、鉗子栓２１ａは、もう１回だけ口金２０に装着
することができる。これにより、装着ミス等で口金２０から取り外した未使用の鉗子栓２
１ａを破棄する必要がなくなり、この鉗子栓２１ａが無駄になることが防止される。
【００４９】
　鉗子栓２１ａに対応した処置具１４を使用する場合には、挿入部１１を被検者の体内に
挿入する前に、先に取り外した鉗子栓２１ａを口金２０に装着する。図８に示すように、
鉗子栓２１ａを口金先端部２０ｂに押し付ける押付操作を行い、口金挿入口３２ｃから挿
入穴３２内へ口金先端部２０ｂ及びフランジ２５を挿入させる。
【００５０】
　図９に示すように、押付操作により第２係合爪３６がフランジ２５に係合することで、
鉗子栓２１ａが口金２０に装着される。次いで、挿入部１１を被検者の体内に挿入した後
、観察しながら挿入部１１の先端を体内の所望の位置に到達させる。そして、処置具１４
が鉗子栓２１ａから鉗子チャンネル１６に挿入されて各種の処置が施される。内視鏡検査
及び処置が終了した後、鉗子栓２１ａの取り外しが開始される。
【００５１】
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　図１０に示すように、栓本体２９ａに対して手前方向に引っ張り操作がなされる。この
とき、第２係合爪３６の爪平面３６ｂがフランジ後端面２５ｂに引っ掛かることにより、
第２係合爪３６の手前方向側への移動が規制される。
【００５２】
　図１１に示すように、引っ張り操作の力をさらに強めると、第２係合爪３６とフランジ
２５との係合が解除される前に、この力に第２脆弱部４６が耐えられなくなり破断する。
これにより、第２係合爪３６が栓本体２９から切り離されるので、鉗子栓２１ａは、第２
係合爪３６を口金２０に残した状態で口金２０から取り外される。ここで、口金２０から
２回取り外された鉗子栓には符号２１ｂを付す。
【００５３】
　鉗子栓２１ｂには、口金２０のフランジ２５に係合可能な係合爪が残っていない。この
ため、鉗子栓２１ｂを口金２０に再度装着することはできないので、鉗子栓２１ｂの再使
用は不可能となる。１回の装着ミス等で未使用の鉗子栓を廃棄する必要がなくなるので、
医療機関における鉗子栓の消耗数を減らすことができる。また、１人の被検者に対して同
じ処置具を再度使用して処置を行う場合などにも、新品の鉗子栓を口金２０に装着する必
要がなくなるので、同様の効果が得られる。さらに、１人の被検者に対して挿入部の外径
（鉗子チャンネルの径）や挿入部の長さの異なる複数の内視鏡を用いて観察や処置を行う
場合などに、先に使用した内視鏡に装着された鉗子栓２１を取り外して、次に使用する内
視鏡に装着することができる。このような場合は、従来では２個の鉗子栓が必要であった
が、本発明では１個の鉗子栓で対応することができるので、医療機関における鉗子栓の消
耗数を減らすことができる。
【００５４】
　上記第１実施形態の鉗子栓２１は口金２０に２回装着可能であるが、例えば、図１２に
示す鉗子栓５０のように口金２０に３回装着可能であってもよい。この鉗子栓５０は、鉗
子栓２１と基本的には同じ構成であるので、鉗子栓２１と機能・構成上同一のものについ
ては、同一符号を付してその説明は省略する。
【００５５】
　鉗子栓５０の栓本体５１の内周面には、第１～第２係合爪３４，３６等の他に、第３係
合爪５３及び第３収納溝５４が形成されている。第３係合爪５３は、第１～第２係合爪３
４，３６と基本的に同じものであり、第２脆弱部４６よりも挿入方向奥側の位置に形成さ
れている。第３収納溝５４は、第１～第２収納溝３５，３７と基本的に同じものであり、
第３係合爪５３の挿入方向奥側に隣接した位置に形成されている。
【００５６】
　栓本体５１における第３係合爪５３と仕切り壁３８との間には、第３脆弱部５５が形成
されている。具体的には、栓本体５１の外周面にその周方向に沿って環状の外周溝５５ａ
を形成することにより、第３脆弱部５５が形成される。
【００５７】
　第３脆弱部５５は、第３係合爪５３とフランジ２５との係合後に栓本体５１が引っ張り
操作されたときに、第３係合爪５３とフランジ２５との係合解除に要する力よりも小さい
力で破断する。また、第３脆弱部５５は、第２脆弱部４６よりも高い強度を有している。
このため、第１係合爪３４または第２係合爪３６がフランジ２５に係合している状態で、
栓本体５１が手前方向に引っ張り操作されたときに、第３脆弱部５５が第１～第２脆弱部
４５，４６よりも破断することはない。
【００５８】
　上記構成の鉗子栓５０は、口金２０から２回取り外れた後でも、フランジ２５に係合可
能な第３係合爪５３が栓本体５１に残る。このため、鉗子栓５０は口金２０に３回装着す
ることができる。このため、装着ミスが２回発生しても、もう一回だけ鉗子栓５０を口金
２０に装着することができる。これにより、未使用の鉗子栓５０が無駄になることが防止
される。
【００５９】
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　また、鉗子栓５０は、口金２０から３回目に取り外されたときに、第３脆弱部５５が破
断することにより第３係合爪５３が栓本体５１から切り離される。その結果、フランジ２
５に係合可能な係合爪が無くなるので、口金２０に装着することができなくなり、再使用
が不可能となる。
【００６０】
　なお、鉗子栓は口金に４回以上装着可能であってもよい。例えば、Ｎ（Ｎは３以上の自
然数）回装着可能な鉗子栓には、口金２０の挿入方向に沿って第１係合爪、第１脆弱部、
第２係合爪、第２脆弱部・・・・、第Ｎ係合爪、第Ｎ脆弱部が設けられている。第Ｎ脆弱
部は第１～第（Ｎ－１）脆弱部よりも高い強度を有している。これにより、口金２０にＮ
回装着可能となる。
【００６１】
［第２実施形態］
　次に、図１３を用いて本発明の第２実施形態の鉗子栓６０について説明を行う。上記第
１実施形態の鉗子栓２１は、２回目の口金２０からの取り外しの際に第２脆弱部４６が破
断することで口金２０への３回目の装着が不可能になる。これに対して、鉗子栓６０では
栓本体６１に第２係合爪６２を形成することにより、口金２０への３回目の装着を不可能
にしている。
【００６２】
　なお、鉗子栓６０は、第２脆弱部４６の代わりに第２係合爪６２を備える点を除けば、
第１実施形態の鉗子栓２１と基本的に同じ構成であり、鉗子栓２１と機能・構成上同一の
ものについては、同一符号を付してその説明は省略する。
【００６３】
　第２係合爪６２は、第１実施形態の第２係合爪３６と同形状である。ただし、この第２
係合爪６２は、第１脆弱部４５よりは強度が高いが、栓本体６１よりは強度の低い材料で
形成されている。このため、第２係合爪６２は、鉗子栓６０の１回目の装着後に栓本体６
１が引っ張り操作されたときに第１脆弱部４５よりも先に破断することはない。また、第
２係合爪６２は、フランジ２５との係合後に栓本体６１が１回目の取り外し時よりも強い
力で引っ張り操作されたときに破断する。
【００６４】
　次に、上記構成の鉗子栓６０の口金２０からの取り外し方法について説明を行う。なお
、鉗子栓６０を口金２０に２回装着するまでの処理の流れは上記第１実施形態と同じであ
るので、ここでは説明を省略する。
【００６５】
　図１４に示すように、内視鏡検査及び処置が終了した後、鉗子栓６０を口金２０から取
り外すために、栓本体６１が手前方向に引っ張り操作される。このとき、第２係合爪６２
がフランジ２５に引っ掛かることにより、第２係合爪６２の手前方向側への移動が規制さ
れる。
【００６６】
　図１５に示すように、引っ張り操作の力をさらに強めると、この力に第２係合爪６２が
耐えられなくなり破断することで、第２係合爪６２が破壊されてしまう。このため、鉗子
栓６０には口金２０のフランジ２５に係合可能な係合爪が残っていないので、鉗子栓６０
を口金２０に再度装着することはできない。その結果、鉗子栓６０の口金２０への３回目
の装着は不可能となる。第１実施形態と同様に、鉗子栓６０は口金２０に２回装着可能で
あるので、第１実施形態で説明した効果と同様の効果が得られる。
【００６７】
　上記第２実施形態では、第２係合爪６２の全体が第１脆弱部４５よりは強度が高いが栓
本体６１よりは強度の低い材料で形成されているが、第２係合爪６２の一部を同材料で形
成してもよい。また、第２係合爪６２の少なくとも一部を薄肉に形成することで、栓本体
６１よりも強度が低くなるようにしてもよい。
【００６８】
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　また、上記第２実施形態では、第２係合爪６２が栓本体６１よりも強度の低い材料で形
成されているが、第１係合爪３４についても栓本体６１よりも強度の低い材料で形成して
もよい。
【００６９】
［第３実施形態］
　次に、図１６ないし図１８を用いて本発明の第３実施形態の鉗子栓６５について説明を
行う。上記第１実施形態の鉗子栓２１は、２回目の口金２０への装着後に栓本体２９が手
前方向に引っ張り操作されることで、図１１に示したように第２係合爪３６を口金２０に
残した状態で口金２０から取り外される。これに対して、鉗子栓６５は、２回目の口金２
０への装着後に栓本体６６及び第２係合爪３６の少なくとも一部を破壊することにより、
第２係合爪３６を口金２０に残すことなく口金２０から取り外される。
【００７０】
　鉗子栓６５は、基本的には第１実施形態の鉗子栓２１と同じ構成である。ただし、栓本
体６６には、第２脆弱部４６の代わりに破壊操作部６７が設けられている。なお、第１実
施形態の鉗子栓２１と機能・構成上同一のものについては、同一符号を付してその説明は
省略する。
【００７１】
　破壊操作部６７は、鉗子栓６５の口金２０からの２回目の取り外しを行う際に、栓本体
６６及び第２係合爪３６の一部を破壊して第２係合爪３６とフランジ２５との係合を解除
可能にするために操作される。破壊操作部６７は、つまみ６９と、第１破壊操作用脆弱部
７０と、第２破壊操作用脆弱部７１とを有している。
【００７２】
　つまみ６９は、栓本体６６の外周面上でかつ第２係合爪３６よりも挿入方向奥側に設け
られており、略舌片形状を有している。つまみ６９は、鉗子栓６５の口金２０からの２回
目の取り外しを行う際に、栓本体６６の中心軸から外周側に向かう半径方向（以下、単に
半径方向という）に向けて引っ張り操作（破壊操作）される。
【００７３】
　第１～第２破壊操作用脆弱部７０，７１は栓本体６６に形成されている。第１～第２破
壊操作用脆弱部７０，７１は、つまみ６９が引っ張り操作されたときに、栓本体６６にお
ける、つまみ６９と第１脆弱部４５との間に位置する部分（以下、破断予定部分という）
６６ａが栓本体６６から分離するように破断する。このため、第１～第２破壊操作用脆弱
部７０，７１は、栓本体６６の他の部分よりは強度が低くなるような材料で形成されてい
る。
【００７４】
　第１破壊操作用脆弱部７０は、つまみ６９の図１６及び図１７中の上方位置で、且つつ
まみ６９の上面に沿って形成されている。また、第１破壊操作用脆弱部７０は、栓本体６
６の外周面から内周面まで達するように形成されている。
【００７５】
　第２破壊操作用脆弱部７１は、つまみ６９の図１７及び図１８中の両側方位置（具体的
には第１破壊操作用脆弱部７０の両端部）からそれぞれ第１脆弱部４５まで延びた形状を
有している。また、各第２破壊操作用脆弱部７１は、栓本体６６の外周面から内周面及び
第２係合爪３６まで達するように形成されている。
【００７６】
　次に、上記構成の鉗子栓６５の口金２０からの取り外し方法について説明を行う。なお
、鉗子栓６５を口金２０に２回装着するまでの処理の流れは上記第１実施形態と同じであ
るので、ここでは説明を省略する。
【００７７】
　図１９に示すように、内視鏡検査及び処置が終了した後、口金２０からの鉗子栓６５の
取り外しが開始される。具体的にはつまみ６９が半径方向に引っ張られる。引っ張り操作
の力をさらに強めると、この力に第１～第２破壊操作用脆弱部７０，７１が耐えられなく
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なり破断する。これにより、図２０に示すように、破断予定部分６６ａが栓本体６６から
分離する。
【００７８】
　図２１に示すように、栓本体６６から破断予定部分６６ａが分離すると、第２係合爪３
６及びその周囲の栓本体６６は、略環形状から略Ｃ字形状となる。第２係合爪３６及びそ
の周囲の栓本体６６は、略環形状の状態では力を加えても変形し難いが、略Ｃ字形状の状
態では力を加えることで切れ目部分６６ｂが拡がるように拡径変形し易くなる。その結果
、第２係合爪３６とフランジ２５との係合解除が可能になる。
【００７９】
　図２２に示すように、栓本体６６に対して手前方向に引っ張り操作がなされると、第２
係合爪３６及びその周囲の栓本体６６が拡径変形することで、第２係合爪３６とフランジ
２５との係合が解除される。これにより、鉗子栓６５が口金２０から取り外される。口金
２０から２回取り外された鉗子栓６５には、先に破壊されたＣ字形状の第２係合爪３６だ
けが残っている。この第２係合爪３６では鉗子栓６５を口金２０に固定することができず
、鉗子栓６５がぐらついてしまう。その結果、鉗子栓６５の口金２０への３回目の装着は
実質的に不可能となる。
【００８０】
　鉗子栓６５は、第１実施形態と同様に口金２０に２回装着可能であるので、第１実施形
態で説明した効果と同様の効果が得られる。第２係合爪３６を口金２０に残すことなく鉗
子栓６５を取り外すことができるので、ユーザが口金２０から第２係合爪３６を除去する
手間を省くことができる。
【００８１】
　上記第３実施形態の第１～第２破壊操作用脆弱部７０，７１は、栓本体６６よりは強度
が低くなるような材料で形成されているが、例えば切り欠き溝などにより栓本体６６の他
の部分よりも薄肉に形成してもよい。また、第１～第２破壊操作用脆弱部７０，７１は、
第２係合爪３６をフランジ２５との係合が解除可能な状態まで破壊可能であれば、形状を
適宜変更してもよい。
【００８２】
　上記第３実施形態の破壊操作部６７は、つまみ６９に対する引っ張り操作により第２係
合爪３６の一部を栓本体６６から分離させているが、第２係合爪３６の全てを栓本体６６
から分離させるようにしてもよい。この場合には、例えば図２３に示すように、破壊操作
部６７の代わりに、破壊操作部７５を栓本体６６に設ける。
【００８３】
　破壊操作部７５は、第１破壊操作用脆弱部７７と、第２破壊操作用脆弱部７８と、つま
み７９とを有している。第１破壊操作用脆弱部７７は、栓本体６６の外周面上でかつ第２
係合爪３６よりも挿入方向奥側に設けられている。この第１破壊操作用脆弱部７７は、栓
本体６６の外周面の周方向に沿って環状に形成されており、栓本体６６の他の部分よりも
薄肉化されている。
【００８４】
　第２破壊操作用脆弱部７８は、栓本体６６の外周面上でかつ第１脆弱部４５と第１破壊
操作用脆弱部７７との間に設けられている。この第２破壊操作用脆弱部７８は、栓本体６
６の軸方向に長く延びており、第１破壊操作用脆弱部７７と同様に薄肉化されている。第
２破壊操作用脆弱部７８の一端は第１破壊操作用脆弱部７７に達し、他端は第１脆弱部４
５に達している。第１～第２破壊操作用脆弱部７７，７８は、第１～第２破壊操作用脆弱
部７０，７１と同様に、栓本体６６よりも強度が低くなる。
【００８５】
　つまみ７９は、栓本体６６の外周面上でかつ第１破壊操作用脆弱部７７と第１脆弱部４
５との間の位置、より具体的には第２破壊操作用脆弱部７８の近傍に設けられている。つ
まみ７９は、鉗子栓６５の２回目の取り外しを行う際に半径方向に向けて引っ張り操作（
破壊操作）される。
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【００８６】
　図２４に示すように、つまみ７９が引っ張り操作されると、第１破壊操作用脆弱部７７
と第２破壊操作用脆弱部７８が破断する。これにより、図２５に示すように、第２係合爪
３６及びその周囲の栓本体６６の端部が栓本体６６から分離されるので、第２係合爪３６
とフランジ２５との係合が解除される。その結果、口金２０からの鉗子栓６５の取り外し
が可能となる。この鉗子栓６５には口金２０のフランジ２５に係合可能な係合爪が残って
いないので、鉗子栓６５の口金２０への３回目の装着は不可能となる。
【００８７】
　なお、破壊操作部は、図１７や図２３などに示した実施形態に限定されず、第２係合爪
３６をフランジ２５との係合が解除可能な状態まで破壊可能であれば、その構成・形状な
どを適宜変更してもよい。この場合には、引っ張り操作以外の各種破壊操作により第２係
合爪３６の少なくとも一部を破壊するようにしてもよい。
【００８８】
　また、上記第３実施形態では、２回目の鉗子栓６５の取り外しを行う際に、栓本体６６
の一部を破壊しているが、破壊操作部の形状を変えることにより栓本体６６の全体を破壊
するようにしてもよい。さらに、鉗子栓６５に第１係合爪３４及び第１脆弱部４５を設け
る代わりに、第２実施形態の第２係合爪６２と同じように破壊可能な第１係合爪を設けて
もよい。
【００８９】
［第４実施形態］
　次に、図２６及び図２７を用いて本発明の第４実施形態の鉗子栓８５について説明を行
う。上記第３実施形態の鉗子栓６５は、１回目の口金２０からの取り外しの際には、第１
実施形態の鉗子栓２１と同様に第１係合爪３４を口金２０に残した状態で口金２０から取
り外される。これに対して、鉗子栓８５は、１回目の口金２０からの取り外しの際にも、
第１係合爪３４を口金２０に残すことなく口金２０から取り外される。
【００９０】
　鉗子栓８５は、基本的には第３実施形態の鉗子栓６５と同じ構成である。ただし、鉗子
栓８５の栓本体８６には、破壊操作部８７と脆弱部８８とが設けられている。なお、第１
～第３実施形態の鉗子栓と機能・構成上同一のものについては、同一符号を付してその説
明は省略する。
【００９１】
　破壊操作部８７は、鉗子栓８５の口金２０からの１回目の取り外しを行う際に、栓本体
８６及び第１係合爪３４の一部を破壊して第１係合爪３４とフランジ２５との係合を解除
可能するために操作される。破壊操作部８７は、破壊操作部６７と基本的には同じ構成で
あり、つまみ８９と、第１破壊操作用脆弱部９０と、第２破壊操作用脆弱部９１とを有し
ている。
【００９２】
　つまみ８９は、栓本体８６の外周面上でかつ第１係合爪３４と第１脆弱部４５との間の
位置に設けられている。つまみ８９は、鉗子栓８５の口金２０からの１回目の取り外しを
行う際に、半径方向に向けて引っ張り操作（破壊操作）される。
【００９３】
　第１～第２破壊操作用脆弱部９０，９１は、つまみ８９が引っ張り操作されたときに、
栓本体８６における、つまみ８９と口金挿入口３２ａ側の端面との間の破断予定部分８６
ａが栓本体８６から分離するように破断する。第１～第２破壊操作用脆弱部９０，９１は
、少なくとも栓本体８６よりは強度が低くなるように形成されている。
【００９４】
　第１破壊操作用脆弱部９０は、つまみ８９の図中上方に設けられている点を除けば、第
１破壊操作用脆弱部７０と同じものである。第２破壊操作用脆弱部９１は、基本的には第
２破壊操作用脆弱部７１と同じものであり、第１破壊操作用脆弱部９０の両端部からそれ
ぞれ栓本体８６の口金挿入口３２ａ側の端面まで延びている。
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【００９５】
　脆弱部８８は、第１実施形態の第１脆弱部４５と基本的には同じものである。この脆弱
部８８は、鉗子栓８５の１回目の取り外し後にユーザからの破断操作を受けることで、第
１係合爪３４が栓本体８６から分離されるように破断する。
【００９６】
　次に、上記構成の鉗子栓８５の口金２０からの取り外し方法について説明を行う。なお
、鉗子栓８５を口金２０に１回目に装着するまでの処理の流れは上記第１実施形態と同じ
であるので、ここでは説明を省略する。
【００９７】
　例えば、処置に使用する処置具１４に対応していない鉗子栓８５を誤って口金２０に装
着した場合には、図２８に示すようにつまみ８９が半径方向に引っ張られる。この引っ張
り操作の力をさらに強めると、第１～第２破壊操作用脆弱部９０，９１が破断する。これ
により、破断予定部分８６ａが栓本体８６から分離する。
【００９８】
　図２９に示すように、栓本体８６から破断予定部分８６ａが分離すると、第１係合爪３
４及びその周囲の栓本体８６は、図２１に示した第３実施形態の第２係合爪３６と同様に
略Ｃ字形状となる。このため、第１係合爪３４等は、栓本体８６に対して手前方向の力を
加えたときに拡径変形し易くなる。その結果、第１係合爪３４とフランジ２５との係合解
除が可能になる。
【００９９】
　図３０に示すように、栓本体８６に対して手前方向に引っ張り操作がなされると、第１
係合爪３４及びその周囲の栓本体８６が拡径変形して、第１係合爪３４とフランジ２５と
の係合が解除される。これにより、鉗子栓８５が口金２０から取り外される。
【０１００】
　次いで、図３１に示すように、栓本体８６対して脆弱部８８で破断するように破断操作
が行われると、先に一部が破壊された第１係合爪３４が栓本体８６から分離される。これ
により、挿入穴３２の図中下端側が口金２０を挿入可能な口金挿入口３２ｃとして開放さ
れる。
【０１０１】
　図３２に示すように、栓本体８６の内周面にはフランジ２５に係合可能な第２係合爪３
６が残っているので、鉗子栓８５をもう１回だけ口金２０に装着することができる。これ
により、第１実施形態と同様に、装着ミス等で口金２０から取り外した未使用の鉗子栓８
５を破棄する必要がなくなる。なお、鉗子栓８５の口金２０からの２回目の取り外し処理
は、第３実施形態と基本的に同じであるので、ここでは説明を省略する。
【０１０２】
　上記第４実施形態の第１～第２破壊操作用脆弱部９０，９１は、栓本体８６より強度の
低い材料で形成されているが、例えば、切り欠き溝などにより栓本体８６の他の部分より
も薄肉に形成してもよい。また、第１～第２破壊操作用脆弱部９０，９１は、第１係合爪
３４をフランジ２５との係合が解除可能な状態まで破壊可能であれば、形状を適宜変更し
てもよい。この場合には、引っ張り操作以外の各種破壊操作により第１係合爪３４の少な
くとも一部を破壊してもよい。
【０１０３】
　また、破壊操作部８７は、図２６や図２７などに示した実施形態に限定されず、第１係
合爪３４をフランジ２５との係合が解除可能な状態まで破壊可能であれば、その構成・形
状などを適宜変更してもよい。例えば、破壊操作部を、図２３に示した破壊操作部７５と
同じような構成にしてもよい。
【０１０４】
　上記第２～第４実施形態では、口金２０に２回装着可能な鉗子栓について説明したが、
鉗子栓にさらに１以上の係合爪と、脆弱部及び／又は破壊操作部とを設けることにより、
口金２０に３回以上装着可能にしてもよい。この場合の鉗子栓の構造は、図１２に示した
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【０１０５】
　上記第１実施形態では第１脆弱部４５が内周溝４５ａ及び外周溝４５ｂにより形成され
、さらに第１実施形態の第２脆弱部４６が外周溝４６ａにより形成されているが、第１～
第２脆弱部が内周溝及び外周溝の少なくともいずれか一方により形成されていてもよい。
なお、他の実施形態の第１脆弱部４５や脆弱部８８についても同様である。
【０１０６】
　上記第１実施形態では、栓本体２９に薄肉の１～第２脆弱部４５，４６を形成している
が、第１～第２脆弱部４５，４６を栓本体２９の他の部分よりも強度が低く破断しやすい
材料で形成してもよい。なお、他の実施形態の第１脆弱部４５や脆弱部８８についても同
様である。
【０１０７】
　上記各実施形態では、鉗子口１７に設けられた口金２０に装着される鉗子栓を例に挙げ
て説明を行ったが、鉗子口１７の開口部に直に装着される鉗子栓に対しても本発明を適用
することができる。
【０１０８】
　上記各実施形態では、フランジ２５などの口金２０の外周面に係合する鉗子栓の係合部
として、環状の係合爪を例に挙げて説明を行ったが、口金２０の外周面に係合であれば係
合部の形状、数などは特に限定はされない。
【０１０９】
　上記各実施形態では、鉗子口１７に装着される鉗子栓を例に挙げて説明を行ったが、例
えば吸引チャンネル、送気送水チャンネルなどの内視鏡１０の内部に配設される各種のチ
ャンネルや管路に通じる口部に装着される各種の栓に本発明を適用することができる。
【０１１０】
　上記実施形態では、気管に挿入する内視鏡１０を例に挙げて説明を行ったが、例えば大
腸に挿入される大腸内視鏡等の各種医療用内視鏡や、工業用途などの他の用途に使用され
る内視鏡などにも本発明を適用することができる。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０　内視鏡
　２０　口金
　２１，２１ａ，２１ｂ，５０，６０，６５，８５　鉗子栓
　２５　フランジ
　２９，２９ａ，５１，６１，６６，８６　栓本体
　３２　挿入穴
　３４　第１係合爪
　３６，６２　第２係合爪
　４５　第１脆弱部
　４６　第２脆弱部
　６７，７５，８７　破壊操作部
　８８　脆弱部
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